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        第１部 特集                 

１ 半導体関連企業の集積に伴う地下水涵
かん

養の  

更なる推進について 

 （１）半導体関連企業の熊本県への進出 

● 令和3年（2021年）11月、世界的な半導体受託製造企業であるTSMC※１が、日本初の工場を

本県に建設することを発表しました。そして、令和6年（2024年）2月にTSMCの製造子会社

であるJASM※２の開所式が行われ、さらに、JASM第２工場についても建設することが発表され

ました。 

半導体の製造過程では、大量の水が使用されることから、地下水の保全にこれまで以上に取

り組んでいく必要があります。 

このため、本県では、TSMC の工場建設発表後、地下水位の監視体制の強化や地下水涵養の

拡大、新たな工業用水の整備などに向けた取組みに着手するとともに、令和４年（2022年）3

月には「半導体産業集積強化推進本部」のもとに「自然環境部会」（後に「環境保全部会」に

改組）を設置し、庁内関係課が連携して、熊本都市圏100万人の生活と産業を支える地下水を

将来に向けて保全するための体制を整備しました。 

※１： 半導体製造会社「Taiwan Semiconductor Manufacturing Company」(TSMC) 

※２： 半導体製造会社「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing」(JASM) 

 

（２）「熊本県地下水保全推進本部」の発足 

● 令和6年（2024年）4月、新たに就任した木村知事は、半導体関連産業の集積に伴う地下水

の保全に関する県民の不安解消を最重要課題と位置付け、熊本の宝である地下水の確実な保全

を図るため、令和6年（2024年）5月、「熊本県地下水保全推進本部」を設置しました。 

   

   

  

知事就任記者会見で熊本県地下水保全推進本部の設置

を表明する木村知事（令和6 年（2024 年）4 月） 
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（３）「熊本県地下水保全推進本部」の取組み 

● 「熊本県地下水保全推進本部」は、庁内関係部局が一体となって、地下水保全の取組みを迅

速かつ強力に推進するため、知事を本部長として、各部局（公室）長で構成されています。 

  令和6年度（2024年度）は、「熊本県地下水保全推進本部会議」を3回開催し、庁内各部局

連携のもと、地下水位の監視体制の強化、地下水涵養の推進、地下水や河川の水質のモニタリ

ングの強化等、地下水の量及び質を保全する取組みを強化しました。 

 

● また、令和6年（2024年）11月には、熊本県地下水保全推進本部の関係課職員が、台湾の

台南市・高雄市を訪問し、工場や家庭等からの排水を高度な設備で処理し工業用水として再生

している「南部サイエンスパーク」等を視察し、本県での取組みの参考とするべく情報収集を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 今後も、「熊本県地下水保全推進本部」を中心に、熊本の宝である地下水を保全する取組み

を強力に進めていきます。 
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２ サーキュラーエコノミー（循環経済）について 

（１） サーキュラーエコノミー（循環経済）とは  

● プラスチックごみによる海洋汚染や資源採取に伴う温室効果ガスの増加、生物多様性への影

響が深刻化しており、加えて資源確保の不安も高まる中、国内で資源を循環させて最大限活用

することは重要性を増しています。そこで、国はサーキュラーエコノミー（循環経済）への移

行を国家戦略とし、市場規模を拡大しながら資源を効率的に循環させる社会の実現に向けた取

組みを進めています。 

 

● サーキュラーエコノミーとは、大量消費・大量廃棄型の線形的な経済から、資源投入量・消

費量を抑え、持続可能な形で資源を効率的・循環的に利用する新たな経済システム（循環経済）

を目指すものです。例えば、製品を修理して長く使うことや、再生材を活用した製品づくり、

モノを所有しないシェアリングサービスの利用、使用済製品を原料として再び同じ種類の製

品を製造する水平リサイクルなどが挙げられます。 

（２） サーキュラーエコノミーの現状と課題 

● 排出事業者では、自社製品の製造に循環資源や再生可能資源を活用する意識が十分に高まっ

ておらず、天然資源への依存が続いています。また、拡大生産者責任の観点から求められる環

境配慮設計に関する意識も十分ではありません。さらに、シェアリングサービスなどの提供商

品や利用地域が限定的であり、流通段階においても取組みの検討が必要です。 

  
● 県民アンケートにおいて、サーキュラーエコノミーについて「内容も含めて知っている」は

2.4％と極めて低く、「モノの購入に代わるサービスの利用」や「長期間モノを使用する」とい

った行動も広がっていません。また、事業者の使用済製品・再生品の調達意識や、食品廃棄物

の利活用も十分ではなく、サーキュラーエコノミー実現に向けた取組みをより一層進めていく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省第五次循環型社会形成推進基本計画概要資料から引用） 

サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行のイメージ 

 

原材料 

製品 

利用 

廃棄物 

リニアエコノミー 
（線型経済） 

 

サーキュラーエコノミー 
（循環経済） 
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ことが必要です。 

（３） サーキュラーエコノミー実現に向けた熊本県の取組み 

● 熊本県では、製品を長く使う取組み

を広げる「九州まちの修理屋さん」登

録制度や、「くまもとプラスチックスマ

ート」よるプラスチックごみ削減協力

店舗の県民への周知、プラスチックご

み分別収集に取り組む市町村支援、民

間企業と連携した食ロス削減に向けた

デジタルプラットフォームの活用など

に取り組むことで、サーキュラーエコノミ

ーの更なる推進を目指しています。また、

県独自のリサイクル製品認証制度により再生材を活用した製品の普及を進め、資源の循環的な

利用の拡大や廃棄物の減量化、県内リサイクル産業の育成を図ります。 

 

● 令和７年度（2025年度）より開始した、「サーキュラーエコノミー相談・マッチング支援員

制度」において、事業者を専門の支援員が伴走して支援しています。製品の長寿命化や修理の

可能性、製造工程で生じる廃

棄物・副産物の有効活用、関連

する補助金の紹介や認証制度

の活用など、事業者の課題に

応じて一緒に解決へ導きま

す。環境負荷の低減に加え、新

たなビジネスチャンスの創出

や地域経済の活性化にもつな

げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「くまもとプラスチックスマート」のロゴマーク 

令和7年10月24日放送『ＧＯ！くまモン☆ナビ』（テレビ熊本）より 
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３ 脱炭素先行地域の取組みについて（「くまもと

地域みらいエネルギー株式会社」の設立について） 
 
 （１）脱炭素先行地域とは 

● 令和12年（2030年度）までに、家庭・業務部門 

の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを実現し、関連 

分野のCO2削減を目指す地域です。環境省が100か 

所程度を選定予定で、熊本県内では３か所（球磨村、 

あさぎり町及び熊本県・益城町）が選定されています。 

 

 （２）本県の取組み 

 ● 令和元年（2019年）に国に先駆けて「2050年熊 

本県内CO2排出実質ゼロ」を宣言しました。 

 

● 令和５年（2023年）11月、本県や共同提案者で 

ある益城町等が提案した、「阿蘇くまもと空港周辺 

地域RE100産業エリア」が脱炭素先行地域として選 

定されました。 

“熊本では再エネ100%を目指した企業活動が可能” 

という、次の時代を見据えた環境づくりに取り組ん 

でいます。 

 

● 令和６年（2024年）12月24日、本県や益城町ほ 

か共同提案者各社等は連携協定を締結し、地域エネ 

ルギー会社の設立や運営等について連携を図ること 

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ2010熊本県くまモン 
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（３）「くまもと地域みらいエネルギー株式会社」の設立について 

● 脱炭素先行地域内では、国の財政支援を受け、バイオマス発電やバイオガス発電及び太陽光

発電等の整備を進めています。 

 

● これらの再エネ電力を集約し、企業等に供給するため、令和７年（2025年）１月23日、本

県も出資して「くまもと地域みらいエネルギー株式会社」を設立（※）しました。 

※都道府県が出資して設立した地域エネルギー会社は、山形県に続き全国で２例目。 

 

● 令和７年（2025年）４月から脱炭素先行地域内の企業等を中心に「くまもと地域みらいエネ

ルギー株式会社」から再エネ電力を供給開始する予定です。 

地域の再エネ電源を集約し、再エネの安定供給を図るとともに、脱炭素化を県域に波及させて

いくことを目指します。 
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４ 環境センター、新たな舵取りへ 

－篠原館長から山元館長へバトンをつなぐ－ 

 （１） 新たな歩みへの出発点 

● 環境センターは、県内の環境学習の拠点として、環境教育、環境 

情報発信など多岐にわたる役割を担っています。 

令和６年度（2024年度）末をもって、約 10年にわたり当センター

の舵取りを担ってきた篠原亮太氏が御勇退され、新たな館長が就任さ

れることとなりました。 

 

● 篠原氏には環境教育と環境行政の視点から当センターの発展に御

尽力いただきましたことに心からの敬意と感謝を申し上げるととも

に、新たな門出を心よりお祈り申し上げます。 

 

● 今後も当センターはこの大きな節目を機に次なるステージへの挑戦・発展に向けて邁進して

いきます。 

 

（２） 県民とともに歩んだ10年 

● 篠原氏は、平成 27年（2015年）４月に環境セ

ンター館長に就任されると、当センターにおける

環境教育に ESD（Education for Sustainable 

Development）の理念を取り入れ、センターを「県

民が環境を学び、行動につなげる場」として、環

境や社会について総合的に学ぶプログラムを展

開しました。子どもたちが地域の環境課題を自ら

考え、行動につなげる学習の場づくりを進めたこ

とで、学校現場からの評価は高まりました。 

 

● 平成28年（2016年）４月には熊本地震が発生、令和２年度（2020年度）からは新型コロナ

ウイルス感染症が猛威を振るったことによる臨時休館やイベントの中止などを受けて、子ども

たちへの継続的な環境学習への対応を新たに模索することとなりました。 

篠原亮太前館長 

篠原亮太前館長の環境センターにおける最後の講義 
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このような災害等を経験して、ESD を実践す

る環境教育によって、人類が直面する厳しい自

然災害や先の見えない地球環境問題をなんとか

乗り越えていけるのではないかと再認識しまし

た。 

  

● 平成31年（2019年）３月には、篠原氏の肝入

りでエコ・ステージを含む常設展示を大幅にリニ

ューアルし、重要な課題である「地球温暖化」に

関する内容を充実させました。当時、国内では初めての試みと言われた大画面のスクリーンを

使った気候変動シミュレーションなどを新設、このまま温暖化が続くと100年後の熊本が、地

球がどうなってしまうのか、子どもから大人まで幅広く楽しみながら学べるよう工夫を凝らし

た施設となりました。 

 

（３） 新たな一歩へ 

● 令和７年度（2025年度）から新たに館長に就任した山元恵館長は、

国立水俣病総合研究センター環境・保健研究部長として、水銀に関

する基礎研究や調査に長く携わるとともに、研究現場で得られた知

見を地域の理解や政策形成に結び付ける役割を長く担っています。 

 

● 特に、国立水俣病総合研究センターは水銀の健康影響に関する協

力センターとしてＷＨＯ協力センターに指定されており、山元 

氏も海外の水銀汚染の可能性のある地域等で環境汚染や人への曝露

影響調査などの現地調査を行い、水銀への曝露評価と現地の人々へ

の情報発信や研修等をＪＩＣＡ（国際協力機構）等と協力しながら、

多くの国々で活動を行っています。 

 

● 現代社会において、新館長就任による当センターの

役割も、これまで築かれた信頼と成果を継承しつつ、時

代の変化に応じた柔軟な対応が求められています。今

後も「県民とともに歩む環境拠点」として、教育・交流・

発信の三本柱を更に強化し、熊本の未来を支える役割

を果たしていきます。 

 

● 篠原氏が築いた「人を育て、地域とともに歩む」ESD

教育は、環境センターの根幹として今後も受け継がれ

ます。一方で、山元氏の科学的アプローチと国際的視野

は、センターの活動を“伝える”だけでなく“活かす”方向へさらに広げる力となるでしょう。 

館長の勇退と新任は、環境センターにとって「継承と革新」を象徴する出来事であり、熊本の

環境問題解決への未来を切り拓く新たな一歩です。 

山元恵館長 

リニューアルしたエコ・ステージ 

インドネシアにおける重金属に関する会合 
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   第２部 本編 ～環境の現状と対策～         

 

  本県では、熊本県環境基本条例に基づき策定した第四次熊本県環境基本指針（令和３年度 

（2021年度）～令和12年度（2030年度））及び第六次熊本県環境基本計画（令和３年度（2021

年度）～令和７年度（2025年度））に沿って、「環境立県くまもと」に向けた様々な環境施策に

取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本指針：本県が行う生活環境及び自然環境に関する施策の方向を示す 

環境基本計画：基本指針が示す施策の方向に沿って、環境の分野毎に、現状、 

課題、施策の方向性及び目標を示す 

 

第四次熊本県環境基本指針の概要 

第１章 第四次熊本県環境基本指針・第六次熊本県環境

基本計画と計画指標の動向 
 

第１節 第四次熊本県環境基本指針・第六次熊本県環境 

基本計画について 
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県で見通しを
立てた削減量 

国の更なる追加施策

による削減量 
 

2030年度目標 

Δ40％ Δ10％ ⇒ Δ50% 

部門 
（排出量構成比） 

  計画期間（2021～2025年度）の施策の方向性 

ⅰ 家庭部門 
   （19.8% ） 

 ⇒ Δ47% 
＋α 

・ゼロカーボンに必要な取組みの見える化 ・LED普及 
・住宅の新築やリフォーム時の断熱仕様の推進、ZEHや
太陽光発電の導入推進等  

ⅱ 産業部門 
   ・業務部門 
   （49.7% ） 

 ・省エネ（電化）設備への転換、CO2削減に向けた企業等
にと連携した課題解決、再エネ導入の推進等 

ⅲ 運輸部門 
  （20.7% ） 

⇒ Δ27% 
＋α 

・エコドライブや宅配便の再配達防止活動の推進、 
次世代自動車の導入促進や高純度BDFの活用 

ⅳ 廃棄物部門 
   （7.8% ） 

⇒ Δ12% 
＋α 

・廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用、熱回収の推進、  
 フロン類の回収推進等 

分野 2030年度目標 計画期間（2021～2025年度）の施策の方向性 

ⅰ再エネの導入推進 県内の再エネ導入量 
150万 kL（原油換算） 

再生可能エネルギーの導入促進、自家消費型の再エネ発電・蓄
電の普及拡大等 

ⅱ吸収源対策等の推進 森林吸収量 
51.4万 t-CO2 

間伐や再造林等の適切な森林整備の推進、  
カーボンオフセット、CO2固定化等 

ⅲ広域連携 
ー
 県内市町村、国、企業、県民の連携による取組み 

ⅳ県民運動の推進 ー
 

県民、事業者、行政等各主体の意識改革・行動変容の促進 

１章 ゼロカーボン社会・くまもとの推進 

第六次熊本県環境基本計画の概要 

(1) 地球温暖化対策の推進 
・温室効果ガス排出量の現状や将来推計を基 
  に2050年の排出量を予測 

③電気のCO
2
 

ゼロ化 
④その他のCO

2
の 

実質ゼロ化 

②エネルギー 
シフト 

①省エネルギーの
推進 

・2050年ゼロカーボンに向けた４つの戦略 

  を位置づけ 

・中間目標(2030年度) 

図 温室効果ガス排出量の将来予測と削減イメージ 

計画策定の趣旨、計画の性格・

位置付け 等 

第１編 基本的事項 

環境の現状、国内外の動き、 
前計画の成果と今後の課題 

第２編 環境を取り巻く状況 

地球温暖化対策として、緩和

策と適応策を両輪で推進 

第３編 重点テーマ 

第４編 分野別計画  ※主な施策の方向性 

(2) 県の事務・事業における温室効果ガス排出削減の推進 
・「地球温暖化防止に向けた県庁率先実行計画」に基づく温室効果ガス排出削減等の取組の推進 

○部門別取組み 

○横断的取組み ※1 運輸部門は災害復旧に係るトラック等による軽油使用量の増加、廃棄物部門は全国的なハイドロフルオロカーボン
の排出増加によるものと推測 

 Δ16.7% ⇒Δ35%＋α 
 Δ31.1% ⇒Δ57%＋α 

Δ29.5% 
 

+5.0%
※1
 

 

+20.1%
※1

 
 

2017年度 
実績 

（2013年度比） 

2030年度 
目標 
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(1) 資源循環の推進 
  ○廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用、熱回収の推進 
  ○市町村における発電や熱利用等、環境に配慮した廃棄物処理施設整備の推進 
  ○海洋プラスチックごみ削減に向けた陸域・海域における排出抑制、回収、リサイクル推進 
  ○バイオマスの活用推進        ○災害廃棄物の適正処理体制の構築 

 ２章 循環型社会の推進 

(1) 森林、水辺等の自然環境の保全 
 ○地熱発電の導入促進と温泉資源保護の共存に向けた検討   
  ○森林の多面的機能の維持増進のための森林整備の推進、豊かな森林を守り育てる意識の醸成     
  ○有害鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の管理対策の強化、若手狩猟者の育成・確保  
(2) 生物多様性の保全に係る対策の推進 
 ○国や地元市町村等と連携した外来生物対策 
 ○環境にやさしい「くまもとグリーン農業」の推進 
 ○自然の恵みを活かした体験型観光の開発支援、国立公園を活用した自然環境ツーリズム  

 ３章 熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現 

 
(1) 水環境に係る対策の推進  
 ○水田湛水事業（人為的な地下水かん養対策）の継続・拡大  
 ○地域の状況に応じたきめ細かな硝酸性窒素対策の推進 
(2) 大気環境に係る対策の推進    
 ○大気汚染防止法改正に伴うアスベスト対策の指導・監督体制強化  
(3) オゾン層の保護対策の推進      (4) 騒音、振動、悪臭、光害などの対策の推進   
(5) 土壌汚染と地盤沈下の対策の推進   (6) 化学物質・放射性物質の環境リスクの評価・管理  
(7) 水銀フリー社会の実現に向けた取組み (8) 緑と水のある生活空間の保全・ 創造 
(9) 良好な景観及び文化財の保全・創造  
   ○「『阿蘇』の景観を守る宣言」を踏まえた景観保全  

 ４章 安全で快適な生活環境の確保 

(1) 気候変動の影響への適応  
  ○気候変動への分野別対策を４分野から７分野に再編・拡充 
(2) 大規模災害への備え  
  ○小型・分散型の再生可能エネルギー施設（「屋根置き太陽光発電施設＋蓄電池」等）の普及促進 
  ○人材育成（県・市町村職員、事業者）、広域処理を含めた災害廃棄物の適正処理体制構築 
(3）社会変革への対応  
  ○オンライン会議等の環境負荷の低減につながる行動変容の定着促進や、地域資源を活かした 
   自立・分散型の社会形成 
(4）球磨川流域における「緑の流域治水」の推進  

  ○「緑の流域治水」の実現に向けて、国、県、流域市町村、住民等の力を結集し、河川の整備や 
   遊水地の活用、森林整備、新たな流水型ダムや田んぼダムの推進、避難体制の強化等 
  ○再生可能エネルギーの導入推進によるゼロカーボン先進地の創出 

 ５章 リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における「緑の流域治水」の推進 

(1)未来を支える人づくり     
  ○「水俣に学ぶ肥後っ子教室」による水俣病の理解促進、環境保全行動意欲の育成 
  ○環境センター等における環境教育・学習の推進  ○持続可能な社会の実現に向けた消費活動の推進   
(2)豊かなくまもとを守り育てる地域づくり 

 ６章 環境立県くまもと型未来教育 

(1)環境アセスメントの推進  (2)環境情報・研究のネットワーク化   (3)国際協力の推進 

 ７章 持続可能な環境の創造に向けた仕組みづくり 
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・数値目標一覧 

※令和６年度の実績が目標を達成している指標については、「達成」としています。 

 

第１章 ゼロカーボン・くまもとの社会の推進                     

※全電源平均は2023年度に示された係数(8.64)で計算 

第２章 循環型社会の推進                               

 

第３章 熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現                 

 

指標
現状

（基準年度）

実績値

（年度）

令和12年度目標

（目標年度）

1
温室効果ガス（二酸化炭素換算）

総排出量の削減率

1439.5万t-CO2

（H25）

1034.3万ｔ-CO2

28.1％減

（R5）

50％削減

（H25年度総排出量比）

（R12）

2
再生可能エネルギー導入量

（原油換算）

火力平均　：90万kL

全電源平均：79万kL(※)

(R1)

火力平均　：111万kL

全電源平均：97万kL(※)

(R5)

火力平均　：150万kL

全電源平均：131万kL(※)

(R12)

3 森林による二酸化炭素吸収量
86.9万t-CO₂

（H30）

82.9万t-CO₂

（R5）

51.4万t-CO₂

※国によるCO2吸収量算定手法見直し

により下の目標に基づき評価

69.7万t-CO₂

(R12)

4 間伐実施面積（年間）
6,421ha

(R1)

3,648ha

（R6）

8,000ha

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年度か

らは以下の目標に基づき評価

5,200ha

（R9）

5 森林の更新のうち人工造林の割合
57%

(R1)

935ha

（R6）

70％

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年度か

らは以下の目標に基づき評価

再造林面積（年間）

1,400ha

（R9）

6
熊本県の事務・事業から発生する温

室効果ガスの削減率

71,723t-CO₂

（H25）

54,512t-CO2

24.0%減

(R6）

60%以上削減

（H25年度総排出量比）

(R12)

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

7 一般廃棄物排出量（年間）
556千トン

（H30）

520千トン

（R5）

506千トン

(R7)

8
産業廃棄物排出量（年間）

※家畜ふん尿、火力発電所ばいじんを除く

4,081千トン

（H30）

4,119千トン

（R5）

4,378千トン

(R7)

9

バイオマスの利活用率（年間）

①廃棄物系バイオマス

②未利用系バイオマス

①94%（H30）

②93%（H30）

①94%（R5）

②100%（R5）

①、②　95%

(R7)

達成

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

10
間伐実施面積（年間）

【再掲】

6,421ha

(R1)

3,648ha

（R6）

8,000ha

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年

度からは以下の目標に基づき評価

5,200ha（R9）
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第４章 安全で快適な生活環境の確保                               

 

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

11
森林の更新のうち人工造林の割合

【再掲】

57%

(R1)

935ha

（R6）

70％

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年

度からは以下の目標に基づき評価

再造林面積（年間）

1,400ha（R9）

12
多面的機能支払交付金の

対象農用地面積（年間）

69,369ha

（R1）

69,834ha

(R6)

75,300ha

（R7）

※関連計画の改定により、令和6年

度からは以下の目標に基づき評価

71,600ha

(R9)

13 覆砂造成面積（累計）
18.8ha

(R2)

68.6ha

(R6)

92.2ha

（R3～R7累計）

14 ニホンジカの頭数
136,107頭

（R1）

146,983頭

(R5)

140,000頭

(R8)

15 イノシシによる農作物被害額
218百万円

（R1）

350百万円

（R6）

150百万円

(R7)

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

16

熊本地域の地下水かん養増加量（台

地部等水田湛水事業）

（年間量）

295万㎥

（H30）

540万㎥

（R5)

570万㎥

(R6)

17
熊本地域の地下水採取量

（年間量）

16,759万㎥

（H30）

16,107万㎥

(R5)

16,550万㎥以下

（R6）

18

熊本地域における硝酸性窒素に係る

目標水質の達成度（年間）

①10mg/L超過の観測井数

②5～10mg/L以下の観測井数

①14.4％（15/104）

(R1)

②26.0％（27/104）

(R1)

①17.4%(16/92)

（R6）

②22.8%(21/92)

（R6）

①全ての井戸で達成水質値10mg/Lを満足する

こと。

②全ての井戸で管理水質値5mg/Lを満足する

こと。

19

荒尾地域における硝酸性窒素に係る

目標水質の達成度（年間）

①10mg/L超過の観測井数

②5～10mg/L以下の観測井数

※計画改訂により、令和５年度から

は以下の指標としている。

(1)5mg/L以上かつ上昇傾向を示して

いる指標井戸の割合

(2)環境基準(10mg/L)を超過した指標

井戸の割合及び飲用指導等による健

康被害防止率

①17.1％（6/35）

(R1)

②17.1％（6/35)

(R1)

(1)①16.7%(3/18)

(R6)

(2)①100%(4/4)

②22.2%(4/18)

(R6)

①全ての井戸で達成水質値10mg/Lを満足する

こと。

②全ての井戸で管理水質値5mg/Lを満足する

こと。

※計画改訂により、令和５年度からは以下の

目標に基づき評価

（１）5 mg/L以上かつ上昇傾向を示している

指標井戸について

①10年以内に10%以下

②20年以内に0％

（２）環境基準（10 mg/L）を超過した指標

井戸

①飲用指導等による健康被害防止率100 ％

②20年以内に10％以下

③将来的に0 ％

20
販売農家のうち、くまもとグリーン

農業生産宣言者の割合

53%

(R1)

67%

(R5)

70％

（R6）

21
小中学生を対象とした

出前講座受講者数

1,317人

（R2）

1,696人

(R6)

1,340人

(R7）

達成

達成
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第５章 リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における「緑の流域治水」の推進        

第６章 環境立県くまもと型未来教育                              

 

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

22
環境基準が定められている大気汚染物

質の環境基準達成率（年間）

二酸化硫黄（長期的評価）：100%

（R1）

二酸化窒素（長期的評価）：100%

（R1）

光化学オキシダント：0%（R1）

浮遊粒子状物質（長期的評価）：

100%（R1）

微小粒子状物質：89.5%（R１）

ベンゼン：100%（R2）

トリクロロエチレン：100%（R2）

テトラクロロエチレン：100%（R2）

ジクロロメタン：100%（R2）

二酸化硫黄（長期的評価）：

100%(R6)

二酸化窒素（長期的評価）：

100%(R6)

光化学オキシダント：0%(R6)

浮遊粒子状物質（長期的評価）：

100%(R6)

微小粒子状物質：100%(R6)

ベンゼン：100%(R6)

トリクロロエチレン：100%(R6)

テトラクロロエチレン：100%(R6)

ジクロロメタン：100%(R6)

現状の数値の維持又は向上

23
フロン排出抑制法に基づく第一種特

定製品に係る回収量

58.7トン

（R1）

52.1トン

(R6)

35.2トン

（R6）

24
自動車交通騒音に係る環境基準達成

率（年間）

97.5%

（R1）

94.6%

（R6）

100%

(R7)

25
有害物質を使用する工場・事業場に

おける有害物質の漏洩事故件数

0件

（R2）

0件

(R6)

0件

(R7)

26
ダイオキシン類濃度の環境基準達成率

（年間）

100%

（R2）

100%

(R6)

100%

(R7)

27
景観行政団体移行や自主条例に取り

組む市町村数（累計）

20市町村

（R2）

20市町村

（R6）

23市町村

(R7)

達成

達成

達成

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

29

学校版環境ISOにおいて前年度の取組をもと

に実態に応じた数値目標を設定し、見直し

や家庭・地域と連携した取組を行った公立

小中学校及び義務教育学校の割合

98.9%

（R2）

99.3%

(R6)

100%

(R7)

30

学校版環境ISOにおいて前年度の取組をもと

に実態に応じた数値目標を設定し、見直し

や家庭・地域と連携した取組を行った県立

中学校と県立高校の割合

100%

（R2）

100%

(R6)

100%

(R7)

31
熊本県環境センター主催

動く環境教室実施回数（年間）
26回（R2）

66回

(R6)

95回

(R7)

32
熊本県環境センター主催事業

参加者数（年間）
2,422人（R2）

3,660人

(R6)

3,500人

(R7)

33
環境月間における環境保全活動等の

実施回数
51回（R2）

70回

(R6)

100回

(R7)

達成

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

28
自立分散型再エネ電源等を備えた自

治体の防災拠点、避難所等

207施設

（R1）

315施設

（R5）

300施設

（R12）達成
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第２章 ゼロカーボン社会・くまもとの推進      

第１節 地球温暖化対策の推進（区域施策編） 

  １ 熊本県の温室効果ガス排出量の現状 

（１）ゼロカーボンに向けた世界の動向や本県の目標 

 

 

2015年（第２章では年号を西暦に統一しています。）12月に開催されたCOP21（国連気候変動枠

組条約第21回締結国会議）では、産業革命前からの平均気温上昇を２度以内とする新たな国際的

な枠組「パリ協定」が採択されました。 

国は、2020年10月に「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）」を宣言し

ました。また、2021年10月に決定された国の地球温暖化対策計画では、2030年度の温室効果ガス

削減目標について、2013年度比で 46%削減すること、更に 50％の高みに向け挑戦をすることが盛

り込まれ、国を挙げて脱炭素社会の実現に取り組むこととされています。 

また、2025年2月に改定された国の地球温暖化対策計画では、2035年度、2040年度における削

減目標として、2013年度比でそれぞれ60%、73%削減を目指すことが盛り込まれました。 

本県においては、2019年12月、国に先駆けて、2050 年までに『県内CO₂排出実質ゼロ（ゼロカ

ーボン）』を目指すことを宣言しました。また、2021年７月に策定した「第六次熊本県環境基本計

画」では、2030年度の温室効果ガス削減目標を50％（2013年度比）とし、国を上回る高い目標を

掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

（第六次熊本県環境基本計画での削減目標） （部門別目標） 

※ 最新の温室効果ガス排出量実績の算定に伴

い、ガスの区分を変更するとともに、50%削減

に対応する部門別目標値を再計算しましたの

で、令和７年度（2025年度）版環境白書につい

てはこちらを使用します。 
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（２）本県の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

（ア）本県全体の温室効果ガス排出量の推移 

2023 年度の温室効果ガス排出量は 1,034 万 t-CO₂で、2013 年度比で 28.1%削減となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）部門別の排出量 

全体の約８割を占めるエネルギー起源ＣＯ２のうち、家庭、業務、産業、運輸の順に2013年度

に比べ排出削減は進んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

現状・課題 

図2-1-2 温室効果ガス排出量の内訳 

（部門別、2023年度） 
図2-1-3 部門別の温室効果ガス排出量の推移 

図2-1-1 本県全体の温室効果ガス排出量の推移 
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２ 2050年ゼロカーボンに向けたロードマップと目標 

（１）2050年ゼロカーボンに向けた戦略 

 

 

「第六次熊本県環境基本計画」では、「2050 年県内 CO₂排出実質ゼロ（ゼロカーボン）」に向け

て、以下の４つの戦略のもと取組みを進めています。 

①省エネルギーの推進：省エネルギーの推進を徹底し、エネルギー使用量を削減します。 

②エネルギーシフト：ガソリンや灯油などの化石燃料から電気や水素、高純度ＢＤＦ（バイオデ

ィーゼル燃料）等への転換を推進します。 

③電気のCO₂ゼロ化：再生可能エネルギー等の導入により、発電時のCO₂排出をゼロに近づけま

す。 

④その他の CO₂実質ゼロ化：森林吸収量の確保等の取組みにより、CO₂の吸収・固定等を推進し

ます。 

４つの戦略をもとに、家庭部門や産業部門など部門別に取組みを進めることに加え、分野横断的

な取組みも進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

現状・課題 

図2-1-4 ４つの戦略 
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３ 温室効果ガス排出削減に向けた部門別取組み 

（１）家庭部門 

 

 

2023 年度の家庭部門の温室効果ガス排出量は約 179 万 t-

CO₂であり、基準年度（2013年度）比で46.6％削減していま

す。しかし、エネルギー使用量の削減は、約33.6％の削減に

留まっています。 

エネルギー使用量の８割を電気が占めているため、更なる

排出削減に向けては、省エネルギーや再生可能エネルギーの

導入など、更に一歩踏み込んだ対策が必要です。 

また、県民の「ゼロカーボン行動」の実践・定着につなが

るよう、普及啓発の強化が必要です。 

 

  

 

・  家庭で実践していただきたい取組みや CO₂削減効果、メ

リットを「見える化」した『くまもとゼロカーボン行動ブ

ック』による普及啓発や環境教育等を実施し、家庭での省

エネ活動等を促進しました。 

 

・  ゼロカーボンに向けた取組みの経済的メリットを PR す

るポスター等を作成し、家電量販店等に掲示しました。ま

た、各種広報媒体（テレビ、ラジオ、SNS広告等）による普

及啓発を実施しました。 

 
 

・  住宅・建築物の省エネルギー性能の向上のため、建築物省

エネ法の改正内容（省エネ基準適合義務化）について、建築

士等への周知及び省エネに関する設計技術向上のための

講習会等を開催しました。 

【2024年度実績】 

・講習会等の開催件数   10件 
 

・  2022年３月に策定した「熊本県食品ロス削減推進計画」をも

とに食品ロス削減アクション「四つ葉のクローバー運動」を推

進しました。 

 

現状・課題 

取組み 

建築士等への講習会開催 

図2-1-5 家庭部門の排出量の推移 

食品ロス削減アクション 
「四つ葉のクローバー運動」 

 

ゼロカーボン行動ブック 啓発ポスター 
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（２）産業・業務部門 

 

 

2023 年度の温室効果ガス排出量と、基準年度（2013 年

度）と比べた削減率は、産業部門は約299万t-CO₂で34.1％

削減、業務部門は約163万t-CO₂で37.5％削減となりまし

た。 

産業・業務部門の排出量は県全体の約４割を占めており、

半導体関連企業の集積等により、今後、排出量の増加が懸

念されます。 

国際的な企業では、サプライチェーン全体（原材料調達

→製造→物流→販売→廃棄など一連の流れ）の温室効果ガ

ス排出ゼロを求める動きが加速しています。 

 

 

 

 

・  県内企業等との協議の場において、ゼロカーボンに向けた情報共有等を行いました。また企業

で構成される協議会やセミナーを通じ、他の県内企業に対しても、脱炭素に関する最新技術等の

情報を提供し、省エネ設備への更新検討等を後押ししました。 

 

・  事業者の省エネ設備への更新、エネルギーシフト等を促進するため、「事業活動温暖化対策計画

書制度（※）」を活用し、CO₂排出量、CO₂を排出する設備とその更新時期等を「見える化」させる

ことで、事業者が自ら課題を認識し、設備の更新時期に省エネ化、燃料転換など具体的な対策を

検討・実施していただけるよう制度や活用方法をセミナー等で周知しました。 

※「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」において、一定規模以上の事業者に事業活動に伴う温室効果ガス排出

削減のためのCO₂総排出量や削減目標等を記載した計画書及び実施状況報告書の提出を義務付けている制度。 

【2024年度実績】 

・計画書提出事業者数    304社  

・セミナー開催数      ４回  

 

・   RE100の国内中小企業版である「再エネ100宣言 RE Action」の

アンバサダーとして、再エネ100%使用を宣言するRE Action参加企

業の拡大に向けた取組みを行いました。 

 

現状・課題 

取組み 

図2-1-6 産業・業務部門の排出量の推移 

環境保全協議会記念講演会 




